

労働遺産認定申請用セット

2026年度申請（2027年度総会認定）用
日本労働ペンクラブ

は じ め に

日本労働ペンクラブは創設40周年の新規事業として、2022年度総会より「労働遺産認定事業」を開始しました。労働者の権利の確立、労働条件の向上、雇用の改善、生産性向上などに寄与したと認められる組織・活動、遺構、記念碑、歴史的文書類等について、その意義と価値を認識し、継承・保全することの重要性を広く社会に発信し、働く現場の歴史を後世に伝えることを目的とした事業であり、2022年度以降５回の総会において、一般財団法人日本労働会館の「日本労働運動発祥之地石碑」、一般社団法人兵庫労働基準連合会の「八時間労働発祥之地の記念碑」、一般財団法人清水港湾博物館の「最低賃金全国第一号記念碑」、古河機械金属株式会社の「安全専一」標示板、松本市の「旧野麦街道（ワサビ沢から頂上に至る1,300ｍ）と製糸工女の峠越えの苦難を伝える石碑・石像」など、10件33点について、労働遺産認定を行っています。
労働遺産認定は、労ペン会員が調査・研究を通じて労働遺産を発掘し、労ペンに対し認定申請を行うことから始まります。2026年度の申請（2027年度総会認定）については、３月より労働遺産候補の提案募集、５月より労働遺産認定申請の受付を開始しますが、会員各位の積極的な参画をお願いいたします。なお昨年度より、労働遺産認定の要件（P.3）および申請に際しての確認項目（P.4）について、認定範囲拡大の方向で見直しが行われておりますので、ご留意ください。
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[bookmark: _Hlk46437904]日本労働ペンクラブ「労働遺産」認定要綱

１（目的）　時代とともに働き方も大きく変容しているが、労働者の基本的権利を定着させ行使し、安心・安全な職場環境や生活向上を目指す労働現場は不変である。日本労働ペンクラブ（以下「労ペン」と称す）の「労働遺産」認定は、労ペン会員各位が労働にかかわる諸課題の調査・研究を通して労働遺産を発掘し、その意義と価値を認識し継承、保全することの重要性を広く社会に発信し、働く現場の歴史を後世に伝承することを目的とする。

２（対象）　労働者の権利、労働条件の向上など労働基本権の確立過程や雇用の改善、生産性向上など労働に関する労使等の取り組み成果・課題解明に積極的に寄与していると認められる諸分野を主な対象とする。具体的には今後に継承できる組織・活動、遺構、記念碑、歴史的文書類等である。なお、労働遺産は労働運動、経営者それぞれの立場から顕彰されるものとは必ずしも一致しない。「産業遺産」「市民運動」などとは一線を画すが、労働遺産に関連する案件については、その限りではない。

３（申請）　労ペン会員は、上記の内容を満たすと思われる案件を、関連諸資料等を付記し、別紙労働遺産認定申請書により労ペン代表宛に申請することができる。

４（認定手続き）　認定については
①会員（若干名）による「労働遺産認定委員会（仮称）」を設け、必要に応じ各界専門家等の意見も参考にしながら労働遺産候補を協議、推薦する。
②それを受け労ペン幹事会が労働遺産として認定を承認、総会で決定し認定証を交付・公表する。
なお、認定に当って当該労働遺産に関わる今後の保全・管理等については、直接関与するものではない。

５（別紙申請書）　必要項目は原則次の通りとする。
①表題：日本労働ペンクラブ労働遺産認定登録申請書
②提出先：日本労働ペンクラブ代表あて
③申請日
④対象名・所在地・代表者連絡先
⑤申請者名（会員）・連絡先
⑥申請内容・理由
⑦その他（現地調査概要・関連資料・第３者評価など）

2021年１月12日制定


労働遺産認定申請の手引き

１．労働遺産認定事業の紹介
日本労働ペンクラブ（以下、労ペン）は、1981年（昭和56年）に発足、以来、主に研究会、視察見学、国際交流、「労ペン賞」授与等の活動をしてきましたが、2021年の総会で創立40周年記念事業の一環として新たに労働遺産認定事業が創設されました。
労働遺産認定事業の趣旨は、雇用・労働の歴史を振り返り、労使関係や労働現場の視点に立って、わが国の労働遺産にふさわしい業績や活動を発掘・認定・顕彰し、継承をはかることにあります。この事業は、労ペン会員各位が労働に関わる諸課題の調査・研究を通じて労働遺産を発掘し、その意義と価値を認識し、継承・保全することの重要性を広く社会に発信し、働く現場の歴史を後世に伝えることを目的とした活動です。これを着実に定着・発展させる源は、会員一人ひとりが、働く現場の歴史の伝承者として、積極的な活動を実践することにあります。会員みなさまのご理解と積極的な申請をぜひともお願いいたします。

２．労働遺産認定の要件
①雇用・労働に関する歴史的事跡（「歴史的な出来事」の痕跡）、すなわち、
　・労働者の権利の確立や拡大、雇用の質や労働条件の向上、労働災害の防止や職場環境の改善、生産性の向上などに顕著な役割を果たした「歴史的な出来事」の痕跡
　・これらを脅かした出来事の痕跡で、後世への戒めとなったもの
　であり、現存、または今日に続いているものを「労働遺産」として認定する。また、労働運動の事跡に片寄ることなく、経営者によるもの、政府・自治体によるもの、研究者や社会運動家、ジャーナリストによるものなど、幅広く対象としていく。
②具体的には、有形の事跡としては、文書資料、現物資料（機器、旗、看板等）、工作物（建物、記念碑等）、遺構などを認定対象とする。無形の事跡については、当面、「歴史的な出来事」を後世に伝える活動で、今日も継続して実施されているものについて認定対象とする。また、いずれに関しても、研究者や関心を持つ者による見学・閲覧が可能であることを前提とする。なお、
　・資料館・図書館など専ら資料の収蔵を目的とする施設については、全体としては基本的に認定対象としない（建物や個々の収蔵物については、対象となり得る）
　・個人崇拝につながる事跡は、認定対象としない。
③雇用・労働に関する「歴史的な出来事」については、その事実関係の確認、評価の定着などに一定程度の時間を要することから、出来事が発生してから少なくとも半世紀以上を経た事跡について、認定対象とする。


３．具体的な申請方法
(1) 労働遺産候補の提案
労働遺産に相応しいと思われる候補案件の思い当たる会員は、労働遺産事務局に対し提案を行い、その後の進め方を労働遺産事務局と相談してください。なお、この提案は本申請のための要件ではありません。
＜その後の進め方の例＞
・提案者が申請を行う。（労働遺産事務局もサポートいたします）
・共同申請者や協力者等を募った上で、申請を行う。
・労働遺産事務局に申請作業を委ねる。
締切：2027年度総会での認定を希望する場合は2026年４月20日（月）まで

(2) 労働遺産認定の申請
労働遺産認定の申請を行う会員は、「労働遺産認定要綱」に基づき、指定期日までに「申請書」を労働遺産事務局に提出する。なお、その際は、下記の「申請に際しての確認項目」に沿って内容を点検し、申請書の内容の充実に努める。事業の質的向上等をはかるため、会員一人が１年度に申請できる件数は原則１件とする。
なお、申請者が現地調査・確認などのため、交通費等の経費が発生した場合には、一定の条件の下に、その実費に対し労ペンとして一部補助を行う。（事務局にご相談下さい）
締切：2026年７月10日（金）必着

[bookmark: _Hlk190464925]申請に際しての確認項目
①認定対象が具体的で明確である。
②登録内容（タイトル）が、労働遺産の具体的内容を的確に表している。
③所有者や管理者が明確である。
④所有者や管理者が、認定に対し理解を示している。
⑤労働者の権利の確立や拡大、雇用の質や労働条件の向上、労働災害の防止や職場環境の改善、生産性の向上などに顕著な役割を果たした歴史的な出来事の痕跡、あるいはこれらを脅かした出来事の痕跡で、後世への戒めとなったものである。
⑥現存し、または今日に続いているものである。
⑦文書資料、現物資料（機器、旗、看板等）、工作物（建物、記念碑等）、遺構、または歴史的な出来事を後世に伝える活動である。
⑧研究者や関心を持つ者が見学・閲覧が可能である。
⑨資料館・図書館などの全体ではない。
⑩個人崇拝するものではない。
⑪歴史的な出来事が発生してから、半世紀以上経過している。
⑫申請の趣旨（根拠等）が明確・適切に述べられている。
⑬労働遺産としての評価が、労使、行政、市民等で共有されている。
⑭補強資料では、申請内容が適正に補完・肉付けされている。

(3) 提案用紙・申請書の提出先
「労働遺産候補提案用紙」および「労働遺産認定申請書」は、郵送もしくはEmailで以下に送付してください。
日本労働ペンクラブ　労働遺産事務局
住 所：〒101-0054　東京都千代田区神田錦町1－23　宗保第２ビル２Ｆ
Email：jlpc503@peachi.plala.or.jp

４．審査および認定、認定証の交付
①幹事会が会員の中より選任した委員（若干名・任期２年）より構成される「労働遺産認定委員会」は、会員より認定申請された案件について、申請内容を適切に審査する。必要な場合には、現地調査や専門家等の意見聴取なども行う。
②労働遺産認定委員会は、労働遺産として適切であると判断した申請案件に関し申請者を通じて労働遺産の所有者・管理者等の意向確認を行ったのち、審査結果を幹事会に答申する。
③幹事会は、労働遺産認定委員会の答申について審議し、労働遺産として適切であると判断した申請案件に関し、総会において労働遺産認定を提案することを決定する。なお、幹事会は決定後速やかに、労働遺産の所有者・管理者等に対し、内定通知を送付する。
④総会は、幹事会からの提案を審議し、労働遺産認定の最終決定を行うとともに、認定された労働遺産の所有者・管理者等に認定証（盾）を交付する。
⑤幹事会は、労働遺産認定に関し速やかに公表を行うとともに、周知を図るべく広報活動を展開する。

５．全体スケジュール
(1) 申　請
＊募集案内：３月上旬（「労働遺産認定申請用セット」を労ペンＨＰ
http://roupen.clubに掲載するとともに、同送メールを発信）
＊労働遺産候補の提案募集：３月上旬～４月20日（2027年度総会での認定の場合）
＊申請の案内：４月下旬（「労働遺産認定申請用セット」を郵送）
＊申請の受付：５月10日～７月10日

(2) 審　査（認定される場合）
＊労働遺産認定委員会での審査　　　　　　　　　　　　　　　：７月下旬～10月上旬
＊所有者・管理者等への意向確認　　　　　　　　　　　　　　：10月上旬～中旬
＊労働遺産認定委員会から幹事会への答申、幹事会による決定　：10月下旬
＊所有者・管理者等に対する通知　　　　　　　　　　　　　　：11月上旬～下旬

(3) 労働遺産認定の最終決定、認定証（盾）の交付
＊日本労働ペンクラブ2027年度総会（2027年１月12日）


６．お問い合わせ・ご相談先

日本労働ペンクラブ　労働遺産事務局
住 所：〒101-0054　東京都千代田区神田錦町1-23　宗保第２ビル２Ｆ
Email：jlpc503@peachi.plala.or.jp
もしくは
浅井茂利（労働遺産事務局・労ペン幹事）
Email：pon123456789pon@gmail.com


これまでの認定労働遺産
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[bookmark: _Hlk189172844][bookmark: _Hlk189173552]①労働遺産候補提案用紙

１．提出日：

２．提案者
氏名：
会員番号：
連絡先　Email：
Tel：

３．提案案件
①提案案件の名称：
②所在市町村：
③労働遺産に相応しい理由：

＊複数ある場合は、それぞれ①～③の内容を追加で記入してください。

４．申請に向けた希望（カッコ内に丸をつけてください）
[bookmark: _Hlk189248310]（　）①申請を行いたい。（労働遺産事務局がサポートいたします）
（　）②共同申請者や協力者等を募った上で、申請を行いたい。（同）
（　）③申請作業を労働遺産事務局にお願いしたい。
（　）④その他：

（注）1.労働遺産候補提案用紙を提出された方には、労働遺産事務局よりご連絡させていただきます。
2.労働遺産認定申請書を提出予定の方は、この提案用紙を提出する必要はありません。
3.締切は、2027年度総会での認定を希望する場合、2026年４月20日（月）となります。

以　上

②労働遺産認定申請書

１．提出日：

２．申請者
申請代表者氏名：
会員番号：
連絡先　Email：
Tel：
共同申請者氏名：
会員番号：

＊共同申請者が複数の場合は、氏名、会員番号を追加で記入してください。

３．認定申請案件
登録内容（労働遺産の全体像を示すタイトル）：

具体的な事跡
＜１点目＞
①名称：
②所在施設：
[bookmark: _Hlk146604582]③住所：
④所有者（組織名）：
代表者氏名・役職：
住所：
連絡先氏名・役職：
Email：
Tel：
⑤管理者（組織名）：
代表者氏名・役職：
住所：
連絡先氏名・役職：
Email：
Tel：

＜２点目＞
①名称：
②所在施設：
③住所：
④所有者（組織名）：
代表者氏名・役職：
住所：
連絡先氏名・役職：
Email：
Tel：
⑤管理者（組織名）：
代表者氏名・役職：
住所：
連絡先氏名・役職：
Email：
Tel：

＊所有者と管理者が同一の場合、管理者の記入は不要です。
＊無形の事跡については、これに準じて作成してください。
＊具体的な事跡が３点以上の場合は、それぞれ①～⑤の内容を追加で記入してください。


４．申請の趣旨・根拠等：



５．事跡の現況（アクセス、写真等は＜補強資料＞に添付）：



６．現地確認等の概要：



７．労使、行政、市民等の評価：





＜補　強　資　料＞記載ページ





以　上
2
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登　録　内　容 労働遺産認定証交付先 所在地

２０２２年度総会認定

賀川豊彦記念松沢資料館 東京都世田谷区

賀川記念館 神戸市

２０２３年度総会認定

神戸大学社会科学系図書館 神戸市

大阪公立大学杉本図書館 大阪市

一般社団法人兵庫労働基準連合会 神戸市

①作業環境改善：粉塵・空気成分測定器、大型

呼気ガス分析器、肺活量計

②福利厚生改革：分散式家族的寄宿舎設計図

①「労働科学研究」第１巻第１号

②「労働科学研究所」看板

③「日本労働年鑑」第１巻第１号、「大原社会

問題研究所雑誌」第１巻第１号

④大原社会問題研究所の大阪時代の跡地を示す

壁面プレートと記念碑

調整中 大阪市

⑤石井記念愛染園発祥の地「石碑」 社会福祉法人石井記念愛染園 大阪市

２０２４年度総会認定

・最低賃金全国第一号記念碑 一般財団法人清水港湾博物館 静岡市

・文書資料：静岡缶詰協会に対する感謝状

　          （労働大臣石田博英）

一般社団法人静岡缶詰協会 静岡市

２．珪肺治療発祥の地の珪肺

法成立記念碑

調整中 栃木県日光市

２０２５年度総会認定

(独法)労働政策研究・研修機構 東京都練馬区

２０２６年度総会認定

松本市 長野県松本市

高山市 岐阜県高山市

松本市 長野県松本市

野麦峠まつり実行委員会(松本市)

飛騨高根野麦峠まつり実行委員会

(高山市)

長野県松本市／

岐阜県高山市

東京都港区

神戸市

株式会社商船三井 東京都港区

(公財)日本殉職船員顕彰会

神奈川県横須賀

市（顕彰会は東

京都千代田区）

２．戦時徴用船と船員の悲劇

を伝える手記原稿、装備品、

絵画および戦没船員の碑

全日本海員組合編『海なお深く　徴用された船員の

悲劇』体験手記原稿

『画集戦時徴用船の最期』原画37枚

戦没船員の碑

全日本海員組合

第２次世界大戦で徴用された民間戦没船の装備品‥

三星丸食器類、八仁丸舵輪金具、笠置山丸船長印、

神仙丸日章旗

１．あゝ野麦峠、殖産興業を

支え近代化の礎となった製糸

工女の故郷飛騨への道

旧野麦街道（ワサビ沢から頂上に至る1,300ｍ）と製

糸工女の峠越えの苦難を伝える石碑・石像（松本

市）‥乙女地蔵尊、「山本茂実を偲んで」碑、句碑

製糸工女の峠越えの苦難を伝える石碑・石像（高山

市）‥石碑あゝ野麦峠、政井みね之碑、お助観音、

政井兄妹像、地蔵堂

工女宿宝来屋

野麦峠まつり（松本市／高山市）

１．わが国における「８時間

労働制」の実施発祥の地

①『怠業中松方社長對職工側委員會見録並営業時間

及賃銀改正ニ關スル顛末』川崎造船所[編][1919]

１．日本の近代的労働運動の

先駆者が残した「友愛会綱

領」及びその関連資料

調整中 宮城県栗原市

②「八時間労働発祥之地」の記念碑

珪肺法成立記念碑

１．法定最低賃金全国第一号

の記録

２．戦前実業家の労働理想主

義による労働環境改善と社会

貢献（大原孫三郎等）

(1)工場の作業環境改善と労務管理近代化での一連の

遺物・資料

(2)「労研」と「大原社研」創設期の資料と遺構等

最低賃金全国第一号記念碑ならびにそれを裏付ける

文書資料

倉敷紡績株式会社倉紡記念館 岡山県倉敷市

栃木県日光市

２．安全衛生運動のあけぼの

の記録

古河機械金属株式会社

友愛会綱領

日本労働総同盟綱領

友愛会勧誘のチラシ

「鈴木文治ここに生る」碑

足尾銅山「安全専一」標示板

足尾銅山『安全専一』冊子

安全第一協会機関誌（月刊）『安全第一』全24冊

これまでの日本労働ペンクラブ認定労働遺産一覧（10件33点）

１．川崎・三菱大争議など大

正時代の関西労働運動の記録

２．日本の近代的労働運動発

祥の地に関する記念碑と遺構

東京都町田市

一般財団法人日本労働会館（管理

者：友愛労働歴史館）

東京都港区

法政大学大原社会問題研究所

友愛会関西労働同盟会機関紙「労働者新聞」

認  定  遺  産

「惟一館」（初期労働会館）の煉瓦塀の一部と煉瓦

「神戸川崎・三菱大争議の実写フィルム」

「死線を越えて」（草稿・賀川豊彦著）

賀川豊彦生誕100年記念碑

日本労働運動発祥之地「石碑」


